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は
じ
め
に 

本
誌
編
集
フ
ォ
ー
ラ
ム
か
ら
、
戦
時
下
の
国
民
学
校

の
学
校
日
誌
を
入
手
し
た
の
で
紹
介
文
を
書
い
て
ほ
し

い
と
の
依
頼
が
あ
り
、
お
引
き
受
け
し
た
が
、
こ
れ
が

な
か
な
か
の
難
物
だ
っ
た
。
こ
の
日
誌
に
は
事
実
が
簡

潔
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
説
明
や
感
想
は
皆
無
で

あ
っ
た
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
当
時
の
学
校
や
社
会
の

実
態
を
再
現
す
る
に
は
、
多
面
的
な
調
査
・
研
究
が
必

要
だ
が
、
そ
れ
を
行
う
能
力
も
時
間
も
な
い
の
で
、
同

時
代
に
少
年
期
を
送
っ
た
自
分
の
経
験
だ
け
を
頼
り
に

読
み
解
い
て
み
た
。 

 
 

こ
の
学
校
日
誌
は
愛
媛
県
西
予
市
宇
和
町
の
多
田
小

学
校
に
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
れ
を
地
元
、
多

田
郷
土
誌
研
究
会
の
河
野
真
一
事
務
局
長
が
パ
ソ
コ
ン

に
入
力
し
復
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
十
九
（
一
九

四
四
）
年
四
月
か
ら
昭
和
三
十
（
一
九
五
五
）
年
三
月

ま
で
ほ
ぼ
毎
日
、
学
校
の
主
要
行
事
に
つ
い
て
記
さ
れ

て
い
る
。 

 

西
予
市
は
二
〇
〇
四
年
四
月
一
日
、
東
宇
和
郡
の
宇

和
町
な
ど
五
町
が
合
併
し
て
発
足
し
た
新
し
い
市
で
、

愛
媛
県
の
西
南
部
、
八
幡
浜
市
と
宇
和
島
市
の
間
に
位

置
し
て
い
る
。
宇
和
町
は
四
○
○
～
八
○
○
㍍
の
山
脈

に
囲
ま
れ
た
山
間
盆
地
で
、
県
下
有
数
の
穀
倉
地
帯
だ

そ
う
だ
。 

 
本
稿
で
は
、
こ
の
多
田
国
民
学
校
の
学
校
日
誌
の
う

ち
、
昭
和
十
九
（
一
九
四
四
）
年
度
と
二
十
（
四
五
）

年
度
分
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
昭
和
十

九
年
度
の
多
田
国
民
学
校
は
、
教
職
員
は
校
長
以
下
一

六
名
、児
童
は
初
等
科
三
七
七
名
、高
等
科
一
二
三
名
、

合
計
五
〇
〇
名
の
規
模
で
出
発
し
て
い
る
。
な
お
、

｛ 

｝
内
は
筆
者
の
説
明
で
あ
る
。 

 

神
国
日
本
の
国
民
学
校 

四
月
一
日
の
欄
の
冒
頭
に
は
、
「
奉
安
殿
御
異
状
を

拝
せ
ず
」
と
あ
る
。
以
下
、
復
刻
版
で
は
省
略
し
て
い

る
が
、
原
本
で
は
毎
日
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
記
述
が
な

さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
奉
安
殿
は
天
皇
皇
后

の
写
真
と
教
育
勅
語
｛
当
時
は
「
御
真
影
」
と
呼
ば
れ

る
写
真
と
教
育
勅
語
が
全
国
の
各
学
校
に
下
賜
さ
れ
て

い
た
｝
を
安
置
し
た
施
設
で
、
毎
朝
こ
こ
を
点
検
整
備

す
る
こ
と
が
学
校
に
と
っ
て
最
重
要
の
業
務
だ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
教
職
員
と
児
童
は
登
下
校
の
際
、
奉
安

殿
の
正
面
で
直
立
不
動
の
姿
勢
を
と
り
最
敬
礼
を
し
た
。

人
間
に
対
す
る
礼
で
は
な
く
神
を
拝
む
行
為
で
あ
っ
た
。 

四
方
拝
｛
本
来
は
元
日
に
宮
中
で
行
わ
れ
た
儀
式
の

名
称
｝、
紀
元
節
、
天
長
節
｛
天
皇
誕
生
｝、
明
治
節
｛
明

治
天
皇
の
誕
生
日
＝
十
一
月
三
日
｝
の
い
わ
ゆ
る
四
大

節
に
は
、
式
場
に
「
御
真
影
」
を
移
し
て
拝
賀
式
が
行

わ
れ
、
教
育
勅
語
が
「
奉
読
」
さ
れ
た
。
ま
た
、
昭
和

十
九
年
四
月
二
十
五
日
と
十
月
二
十
三
日
の
欄
に
は

「
靖
国
神
社
遥
拝
」
の
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
は
靖
国
神

社
の
春
秋
の
大
祭
に
天
皇
皇
后
が
参
拝
し
た
の
に
合
わ

せ
た
行
事
で
あ
る
。 

次
に
、
村
の
神
社
参
拝
の
記
録
を
拾
っ
て
み
る
。
ま

ず
、
昭
和
十
九
年
四
月
六
日
、
入
学
式
後
初
等
科
と
高

等
科
の
一
年
生
は
八
幡
神
社
に
行
っ
て「
就
学
奉
告
祭
」

を
行
っ
て
い
る
。
次
い
で
、
四
月
二
十
九
日
（
天
長
節
）

に
八
幡
神
社
で
青
少
年
団
入
団
式
。
五
月
八
日
の
大
詔

奉
戴
日
｛
昭
和
十
七
年
一
月
二
日
の
閣
議
決
定
で
、
毎

月
八
日
を
、
国
を
挙
げ
て
戦
争
完
遂
の
決
意
を
新
た
に

す
る
日
と
定
め
た
｝
は
「
暁
天
動
員
」
で
午
前
六
時
三

十
分
に
登
校
。「
詔
書
｛
宣
戦
の
詔
書
｝
奉
読
」、
神
社

参
拝
を
済
ま
せ
た
あ
と
授
業
開
始
。
七
月
二
十
日
に
は

午
後
四
時
か
ら
八
幡
神
社
で｢

サ
イ
パ
ン
島
戦
死
者
慰

霊
祭
並
に
大
東
亜
戦
争
必
勝
祈
願
祭｣

が
あ
り
六
年
以

特
集 
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の
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上
が
参
列
。十
月
三
十
日
の「
教
育
勅
語
下
賜
記
念
日
」、

十
一
月
三
日
の
「
明
治
節
」、
十
一
月
二
十
三
日
の｢

新

嘗
祭｣
に
も
参
拝
し
て
い
る
。
十
二
月
十
二
日
は｢

天
皇

陛
下
の
大
東
亜
戦
争
必
勝
御
祈
願
二
周
年
記
念
日｣

、こ

れ
は
天
皇
が
二
年
前
に
伊
勢
神
宮
に
参
拝
し
戦
勝
を
祈

願
し
た
日
を
記
念
し
て
大
政
翼
賛
会
が「
一
億
総
神
拝
」

の
日
と
定
め
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
二
十
年
三
月

二
十
九
日
は
修
了
式
｛
国
民
学
校
で
は
卒
業
の
こ
と
を

修
了
と
呼
ん
だ
｝
の
あ
と
、
修
了
生
が
神
社
に
参
拝
し

て
報
告
。
四
月
六
日
に
は
前
年
同
様
入
学
式
後
の
「
就

学
奉
告
祭
」。 

 

少
国
民
錬
成
の
道
場 

朝
会 

「
国
民
学
校
ハ
皇
国
民
ノ
道
ニ
則
（
の
っ
と
）
リ
テ

初
等
普
通
教
育
ヲ
施
シ
、
国
民
ノ
基
礎
的
錬
成
ヲ
為
ス

ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
」。昭
和
十
六
年
四
月
一
日
施
行
の
国

民
学
校
令
の
第
一
条
は
こ
う
規
定
し
て
い
る
。 

 

「
聖
戦
完
遂
」
の
使
命
感
に
燃
え
、
命
令
に
は
絶
対

服
従
、
困
苦
に
耐
え
得
る
「
小
国
民
」
を
養
成
す
る
の

が
国
民
学
校
の
目
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
「
朝
会
」

が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。 

 

朝
会
は
原
則
と
し
て
毎
朝
、
校
庭
に
全
教
職
員
・
児

童
が
整
列
し
て
行
わ
れ
る
。
練
成
の
基
盤
と
な
る
の
が

軍
隊
式
隊
形
訓
練
で
あ
る
。
隊
の
編
成
は
大
き
く
分
け

て
学
年
学
級
別
と
部
落
別
の
通
学
班
｛
こ
れ
は
地
域
別

の
少
年
団
組
織
と
重
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｝
と
が

あ
る
。年
度
初
め
の
四
月
五
日
の
朝
会
で
は
、「
部
落
別

整
列
通
学
班
」
の
班
長
・
副
班
長
が
任
命
さ
れ
整
列
練

習
も
行
わ
れ
て
い
る
。 

 

朝
会
で
は｢

校
長
訓
話｣

と
週
番
訓
導
｛
戦
前
戦
中
の

小
学
校
「
正
教
員
」
の
こ
と
｝
の
訓
話
の
あ
と
、｢

鍛
錬

運
動｣

が
行
わ
れ
る
の
が
通
常
だ
っ
た
。所
要
時
間
は
あ

わ
せ
て
二
〇
分
程
度
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

校
長
訓
話
の
ほ
と
ん
ど
は
時
局
関
連
の
テ
ー
マ
で
あ

る
。主
な
も
の
を
列
挙
し
て
み
る
と
、「
靖
国
神
社
臨
時

大
祭
」
（
十
九
年
四
月
二
十
四
日
）。
「
古
賀
峯
一
大
将

｛
連
合
艦
隊
司
令
長
官
｝
戦
死
｛
正
確
に
言
え
ば
航
空

機
事
故
に
よ
る
殉
職
｝」（
五
月
六
日
）。「
警
戒
警
報
、

空
襲
警
報
発
令
時
の
注
意
」｢

全
員
、貯
金
を
す
る
こ
と｣

（
七
月
七
日
）
。
「
サ
イ
パ
ン
全
員
戦
死
」
（
七
月
十
九

日
、「
海
行
か
ば
」
を
斉
唱
し
黙
祷
。｛
サ
イ
パ
ン
島
の

「
玉
砕
」
は
七
月
七
日
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
が
大
本
営

か
ら
発
表
さ
れ
た
の
は
七
月
十
八
日
午
後
五
時
の
こ
と

だ
っ
た
｝。「
総
理
大
臣
総
辞
職
｛
東
条
内
閣
総
辞
職
｝

に
つ
い
て
」
（
七
月
二
十
日
）
。
「
軍
人
援
護
強
化
運
動

期
間
｛
戦
死
者
の
遺
族
や
出
征
軍
人
の
家
族
へ
の
勤
労

奉
仕
の
話
｝」（
十
月
三
日
）。「
南
方
方
面
大
戦
果
に
つ

い
て
」（
十
月
十
八
日
）。
こ
れ
は
「
台
湾
沖
航
空
戦
」

の
幻
の
大
戦
果
の
こ
と
、
大
本
営
は
空
母
一
一
隻
を
含

む
一
七
隻
を
撃
沈
、
空
母
な
ど
二
八
隻
を
撃
破
し
た
と

発
表
し
、天
皇
は
そ
れ
を
褒
め
る
勅
語
ま
で
出
し
た
が
、

実
は
全
く
の
誤
報
だ
っ
た
。「
特
別
攻
撃
機
敷
島
隊
の

軍
神
関
行
男
中
佐
大
黒
繁
男
二
飛
曹
を
偲
ん
で
」（
十

一
月
二
十
五
日
）。神
風
特
攻
隊
の
第
一
陣
が
敷
島
隊
で
、

関
行
男
大
尉
｛
二
階
級
特
進
し
て
中
佐
｝
ら
が
レ
イ
テ

沖
に
突
入
し
た
の
は
十
月
二
十
五
日
、
海
軍
省
が
こ
れ

を
公
表
し
た
の
が
二
十
八
日
。
敷
島
隊
五
名
の
う
ち
隊

長
関
中
佐
と
大
黒
隊
員
の
二
人
が
愛
媛
県
出
身
だ
っ
た
。 

昭
和
二
十
年
度
に
入
る
と
校
長
訓
話
も
切
羽
詰
っ
た

も
の
に
な
っ
て
く
る
。「
防
空
頭
巾
に
つ
い
て
」（
四
月

十
二
日
）
。
「
敵
の
投
下
物
に
手
を
触
れ
な
い
こ
と
」

（
五
月
一
日
）。
空
襲
が
激
化
し
、
米
軍
機
か
ら
日
本
人

に
呼
び
か
け
る
ビ
ラ
な
ど
が
撒
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
の
に
対
応
し
て
の
話
で
あ
る
。「
フ
キ
、ツ
ワ
ブ
キ

採
り
の
こ
と
、
桑
皮
剥
ぎ
の
こ
と
」（
五
月
十
五
日
）、

｢

大
豆
増
産
に
つ
い
て｣

（
七
月
十
四
日
）、
こ
れ
ら
は
、

も
う
精
神
的
訓
話
と
い
う
よ
り
、
具
体
的
な
作
業
の
指

示
で
あ
る
。 

出
征
兵
士
の
「
歓
送
式
」
や
、「
英
霊
の
出
迎
え
」
の

指
示
も
随
時
な
さ
れ
る
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
校
長
訓

話
の
大
部
分
は
上
部
か
ら
の
指
示
で
行
わ
れ
る
「
上
意

下
達
」
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。 

訓
話
の
あ
と
の
鍛
錬
運
動
の
主
な
内
容
は
、
徒
手
体

操
、
分
列
行
進
、
校
外
走
｛
隊
列
を
組
ん
だ
ま
ま
一
㌔

か
二
㌔
を
駆
け
足
で
走
る
｝。雨
天
の
と
き
は
講
堂
で
静

座
す
る
こ
と
も
あ
る
。冬
に
な
れ
ば
乾
布
摩
擦
を
す
る
。

歌
の
練
習
、
た
と
え
ば｢

決
戦
の
歌｣

、
「
満
州
開
拓
の

歌
」、「
愛
国
行
進
曲
」
な
ど
。
高
学
年
は
手
旗
信
号
や

モ
ー
ル
ス
信
号
の
訓
練
も
行
っ
た
。 

 

満
蒙
開
拓
青
少
年
義
勇
軍
に
つ
い
て
は
、
十
九
年
九

月
に
六
年
生
と
高
等
科
生
を
講
堂
に
集
め
て
募
集
の
た

め
の
講
演
が
行
わ
れ
て
い
る
。
二
十
年
二
月
二
十
八
日

に
は
義
勇
軍
の
壮
行
式
が
学
校
で
行
わ
れ
、
高
等
科
生

は
校
外
に
ま
で
出
か
け
て
い
っ
て
、
義
勇
軍
参
加
者
の
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「
自
動
車
通
過
を
歓
送
」
し
て
い
る
。
こ
れ
に
先
立
っ

て
「
満
蒙
開
拓
の
歌
」
の
練
習
が
一
月
末
か
ら
二
月
に

か
け
て
三
回
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

十
九
年
八
月
十
一
日
に
は「
海
軍
軍
事
講
演
会
聴
講
」

の
た
め
高
等
科
男
子
が
校
長
と
二
人
の
訓
導
に
引
率
さ

れ
て
宇
和
町
校
へ
出
張
。
八
月
十
五
日
に
は
多
田
校
の

講
堂
で
「
海
軍
志
願
兵
身
体
検
査
」
が
行
わ
れ
、「
児
童

数
名
が
来
校
」。
九
月
十
八
日
に
は
「
海
軍
志
願
二
次
考

査
」、
九
月
二
十
五
日
に
は
「
海
軍
志
願
五
名
合
格
」
と

記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
十
年
四
月
十
三
日
に

「
入
団
兵
歓
送
式
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
海
軍
少
年

兵
に
つ
い
て
の
記
事
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
は
っ
き

り
し
た
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。 

 
 増

産
に
子
ど
も
の
力
も
総
動
員 

 

多
田
国
民
学
校
の
所
在
地
、
愛
媛
県
東
宇
和
郡
多
田

村
は
当
時
、
重
要
な
農
業
地
帯
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
学

校
日
誌
に
は
、
昭
和
十
九
年
五
月
上
旬
に
越
智
郡
か
ら

の
勤
労
奉
仕
隊
三
五
名
が
講
堂
に
宿
泊
し
、
地
元
の
婦

人
会
が
家
事
室
を
使
っ
て
そ
の
炊
事
を
行
っ
た
と
か
、

二
十
年
六
月
中
旬
の
農
繁
期
に
は
農
学
校
生
徒
一
○
名

が
勤
労
奉
仕
の
た
め
裁
縫
室
に
宿
泊
し
た
と
か
の
記
録

が
あ
る
。
人
手
不
足
は
そ
れ
だ
け
深
刻
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
農
作
業
や
物
資
採
集
作
業
へ

の
児
童
の
動
員
も
、
土
曜
日
曜
返
上
で
徹
底
的
に
行
わ

れ
て
い
る
。
以
下
、
学
校
日
誌
か
ら
児
童
の
作
業
の
状

況
の
一
部
を
拾
い
出
し
て
み
る
。 

・ 

十
九
年
四
月
十
六
日
（
日
） 

初
等
科
五
年
以
上

の
児
童
と
職
員
、
春
畠
中
耕
に
出
動
。 

・ 

四
月
十
九
日
（
水
） 

初
等
科
三
年
以
上
と
全
職

員
、
放
課
後
、
楮
（
こ
う
ぞ
）
皮
剥
ぎ
の
手
伝
い
。 

・ 

四
月
二
十
三
日
（
日
） 

全
校
児
童
、
わ
ら
び
採

り
（
ワ
ラ
ビ
、
フ
キ
、
ツ
ワ
ブ
キ
、
ゼ
ン
マ
イ
）。 

・ 

四
月
三
十
日
（
日
） 

五
年
以
上
児
童
、
麦
畑
の

手
入
れ
。 

・ 

五
月
六
日（
土
） 

全
校
児
童
、「
蕨
採
り
行
軍
」。

出
発
八
時
半
、
帰
校
は
午
後
一
時
半
～
午
後
四
時
。 

・ 

五
月
十
四
日
（
日
） 

四
年
生
以
上
出
校
。
桑
株

掘
り
。
中
庭
深
耕
、
石
拾
い
、
堆
肥
づ
く
り
な
ど
。 

 

六
月
初
旬
と
六
月
末
～
七
月
に
か
け
て
の
各
一
週
間

は
「
農
繁
休
業
」
で
、
児
童
た
ち
は
家
の
手
伝
い
。
女

子
教
員
と
村
役
場
の
女
子
吏
員
は
、
講
堂
で
託
児
所
を

開
き
農
家
の
幼
児
の
世
話
を
す
る
。
男
子
教
員
は
学
校

田
で
の
作
業
、
ヒ
マ
｛
飛
行
機
用
エ
ン
ジ
ン
潤
滑
油
の

原
料
に
な
る
と
し
て
、栽
培
が
奨
励
さ
れ
た
｝の
移
植
、

非
農
家
の
児
童
と
一
緒
に
甘
藷
の
植
付
け
な
ど
。 

・ 

七
月
中
旬
に
は
、
高
学
年
が
地
域
の
杉
皮
運
搬
の

手
伝
い
。 

・ 

九
月
二
日
（
土
） 
各
分
団
で
受
け
持
ち
の
甘
藷

畠
の
手
入
れ
。 

・ 

九
月
十
六
日
（
土
） 

分
団
別
に
、
野
生
苧
麻
（
チ

ョ
マ
＝
繊
維
を
と
る
）
の
採
集
。 

・ 

十
月
二
十
六
日
（
木
） 

一
部
児
童
（
非
農
家
）

で
甘
藷
掘
り
。 

・ 

十
月
二
十
八
日
（
土
） 

午
後
、
全
職
員
で
甘
藷

掘
り
（
校
外
の
分
団
の
畠
で
）。 

・ 

十
月
二
十
九
日
（
日
） 

午
前
中
、
分
団
ご
と
に

甘
藷
葉
柄
の
採
取
（
合
計
六
貫
目
＝
約
二
三
㌔
）。

午
後
、
運
動
場
の
甘
藷
掘
り
、
菜
種
植
付
け
。｛
甘

藷
の
葉
柄
は
茹
で
て
乾
燥
し
供
出
し
た
。｝ 

 

甘
藷
畠
は
学
校
周
辺
だ
け
で
な
く
、
少
年
団
の
分
団

ご
と
に
、
各
部
落
で
山
や
空
き
地
な
ど
を
開
墾
し
て
作

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

・ 

十
一
月
上
旬
は
農
繁
休
業
。
児
童
は
家
の
手
伝
い
。 

・ 

十
一
月
二
十
日
（
月
） 

高
等
科
、
麦
蒔
き
。
五

年
以
上
午
後
の
授
業
を
中
止
し
て
家
の
手
伝
い
。 

・ 

十
二
月
一
日
（
金
） 

高
等
科
二
年
、
午
後
、
ス

ス
キ
採
り
。 

・ 

二
十
年
三
月
十
三
日
（
火
） 

午
後
、
五
年
生
以

上
で
楮
（
コ
ウ
ゾ
）
採
集
作
業
。 

・ 

四
月
二
十
一
日
（
土
） 

初
等
科
は
「
わ
ら
び
採

り
行
軍
」。
高
等
科
は
勤
労
動
員
。 

・ 

四
月
二
十
四
日
（
火
） 

運
動
場
開
墾
と
防
空
壕

掘
り
。
五
年
生
以
上
。 

 

こ
の
時
期
に
な
る
と
警
戒
警
報
・
空
襲
警
報
が
頻
発

す
る
中
、
運
動
場
ま
で
開
墾
し
て
甘
藷
作
り
に
は
一
段

と
熱
が
入
る
。
甘
藷
は
食
糧
用
だ
け
で
な
く
代
用
燃
料

ア
ル
コ
ー
ル
の
原
料
と
し
て
も
重
視
さ
れ
て
い
た
。 

 

五
月
末
か
ら
七
月
上
旬
の
間
に
は
、
合
計
二
十
数
日

の
農
繁
休
業
。 

 

高
等
科
生
へ
の
勤
労
動
員
も
頻
繁
に
か
か
る
よ
う
に

な
り
、
二
十
年
五
月
以
後
は
毎
月
七
日
間
な
い
し
八
日

間
、
出
動
し
て
い
る
。 
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空
襲
の
激
化
と
本
土
決
戦
態
勢
へ
の
動
員 

 
次
に
掲
げ
る
の
は
、多
田
国
民
学
校
の
学
校
日
誌
に
、

警
報
発
令
と
の
記
載
が
あ
る
日
数
を
月
別
に
数
え
た
も

の
で
あ
る
。
カ
ッ
コ
内
は
空
襲
警
報
発
令
の
回
数
で
あ

る
。 

 

昭
和
十
九
年
六
月 

二 

（
一
） 

七
月 
二 

（
〇
） 

 
 
 
 
 
 

八
月 
二 
（
二
） 

十
一
月 

二 
（
一
） 

 
 
 
 
 

十
二
月 

五 

（
三
） 

 

昭
和
二
十
年
一
月 

八 

（
二
） 

二
月 

二 

（
〇
） 

 
 
 
 
 
 

三
月 

二
〇
（
八
） 

四
月 

一
八
（
九
） 

 
 
 
 
 
 

五
月 

二
七
（
一
一
） 

六
月 

二
一
（ 

四
） 

 
 
 
 
 
 

七
月 

二
二
（
二
二
） 

八
月 

一
〇
（
一
二
） 

 

二
十
年
七
月
下
旬
の
二
日
間
の
「
日
誌
」
を
、
原
文

の
ま
ま
次
に
書
き
出
し
て
お
こ
う
。 

 
 

七
月
二
十
五
日(

水)  

早
朝
よ
り
空
襲
警
報
発
令

一
時
は
解
除
に
な
り
児
童
登
校
し
た
る
も
再
度
空
襲

警
報
発
令
の
お
そ
れ
あ
る
為
下
校
さ
す 

高
等
科
石

城
村
へ
学
徒
隊
編
成
に
よ
り
出
動 

五
・
五
○
警
戒

警
発
六
・
二
〇
空
襲
警
発
八
・
四
○
空
襲
解
除
八
・

五
五
警
戒
発
令
一
一
・
三
〇
警
戒
解
除
一
一
・
四
○

警
戒
発
令
一
一
・
五
〇
空
襲
発
令
一
三
・
一
○
空
襲

解
除
一
六
・
三
○
警
戒
解
除 

 

七
月
二
十
六
日(

木)  

朝
会
校
長
よ
り
昨
日
の
退

避
態
度
悪
く
注
意
あ
り
週
番
訓
話
同
様
注
意
あ
り 

二
時
間
目
中
土
間
の
焼
夷
弾
爆
発
の
為
高
二
男
二
、

三
名
け
が 

高
等
科
前
日
に
同
じ 

○
○
出
張
空
発

一
〇
・
〇
〇
解
除
一
三
・
〇
〇 

×
×

見
舞
人
多
数 

 
 

「
学
徒
隊
編
成
」
は
、
本
土
決
戦
に
備
え
て
の
国
民

義
勇
隊
の
組
織
が
隣
接
国
民
学
校
の
高
等
科
と
合
同
で

編
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

警
報
が
連
日
出
て
い
た
が
、
農
村
の
場
合
は
直
接
被

害
が
出
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
退
避
す
る
に
し
て
も

緊
張
感
に
欠
け
て
く
る
。
校
長
は
朝
礼
の
訓
話
で
そ
の

「
引
き
締
め
」
を
図
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
焼
夷
弾
爆
発
」

の
事
情
は
不
明
だ
が
、
訓
練
用
に
置
い
て
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。 

 
七
月
三
十
日
に
は
、
校
長
が
「
部
落
公
会
堂
で
授
業
」

を
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
、
翌
日
は
実
際
に
「
部
落
別

分
団
授
業
」
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
も
「
空
襲
対
策
」

だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
本
土
決
戦
準
備
の
た
め
の

「
根
こ
そ
ぎ
動
員
」
が
強
行
さ
れ
る
。「
日
誌
」
に
記
載

さ
れ
た
出
征
兵
士
を
見
送
る
「
歓
送
式
」
の
記
録
か
ら

月
別
の
出
征
兵
士
数
を
集
計
し
て
み
よ
う
。 

昭
和
十
九
年
四
月
は
二
名
、五
月
一
名
、六
月
二
名
、

七
、
八
月
は
な
く
九
月
三
名
と
推
移
す
る
が
、
十
月
に

一
二
名
と
急
増
、
十
一
月
四
名
、
十
二
月
二
名
、
一
月

八
名
で
大
晦
日
と
元
日
に
も
歓
送
式
を
行
っ
て
い
る
。

二
月
二
名
、
三
月
八
名
、
四
月
八
名
、
五
月
二
名
。 

 
 

以
後
、
歓
送
式
の
記
載
は
な
い
。 

 

婦
人
会
の
竹
槍
訓
練
は
、
十
九
年
の
九
月
と
十
月
に

記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
二
十
年
七
月
に
な
る
と
前
述
の

学
徒
隊
の
ほ
か
に
も
、「
義
勇
隊
」に
つ
い
て
の
記
載
が

続
出
す
る
。 

 

七
月
十
二
日「
義
勇
隊
幹
部
訓
練
の
た
め
多
数
来
校
」。

十
四
日
も
同
様
の
記
述
。
十
七
日
「
義
勇
隊
河
内
｛
部

落
名
｝
班
戦
闘
訓
練
」。
二
十
一
日
「
義
勇
隊
校
庭
に
て

訓
練
」。
三
十
一
日
「
河
内
義
勇
隊
訓
練
」。 

十
五
～
六
〇
歳
の
男
子
と
十
七
歳
～
四
〇
歳
の
女
子
を

国
民
義
勇
戦
闘
隊
に
編
成
す
る
こ
と
を
定
め
た
「
義
勇

兵
役
法
」（
六
月
二
十
三
日
公
布
施
行
）
は
、
三
月
以
来

推
進
さ
れ
て
き
た
本
土
決
戦
態
勢
の
法
的
仕
上
げ
を
な

す
も
の
だ
っ
た
。 

 

そ
し
て
、
八
月
十
五
日
（
水
）
の
「
日
誌
」
は
こ
う

で
あ
る
。 

朝
会
校
庭
校
長
訓
話
一
二
時
の
報
道
を
聞
く
事 

□

□
訓
導
よ
り
週
番
訓
話
運
動
場
に
並
ぶ
事 

△
△
訓

導
よ
り
内
原｛
満
蒙
開
拓
青
少
年
義
勇
軍
の
訓
練
所
｝

の
発
表 

ポ
ッ
ダ
ム
宣
言
受
諾 

和
平
交
渉
開
始 

夜
同
窓
会 

  

十
八
～
二
十
日
は
臨
時
休
業
。
八
月
二
十
四
日
の 

在
籍
数
は
初
等
科
四
三
〇
、
高
等
科
一
四
〇
名
。
前
年

五
月
に
く
ら
べ
て
、
初
等
科
は
五
三
名
増
で
あ
る
。
そ

の
大
部
分
は
疎
開
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。 


